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（見直し前）

（見直し後）

老齢厚生年金

退職改定に
よる増額分

68歳 69歳 70歳65歳 66歳 67歳

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

70歳到達時（資格喪失時）に改定

（70歳まで継続就労のケース）

（70歳まで継続就労のケース）

在職定時改定による

増額分
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（見直し前） （見直し後）

70歳

時効消滅

※みなし繰下げ日が65歳から1年未満となる場合であっても、その時点までの繰
下げ加算額を加算

老齢厚生年金 時効消滅 老齢厚生年金

65歳 請求日の5年前 70歳 裁定請求 みなし繰下げ日
請求日の5年前

裁定請求
70歳6月

65歳

繰下げ加算額のない額を

5年分一括支給

（５年間遡及）
（５年間遡及）

繰下げ加算額

繰下げ加算額を加算し

た額を5年分一括支給
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